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 浴槽水の水質基準のうち、糞便汚染指標は大腸菌群とされている。しかし近年、各種水環

境の糞便汚染指標細菌は大腸菌群から大腸菌に移行しており、浴槽水の糞便汚染指標細菌を

大腸菌に移行することとそれに伴う検査法ならびに基準の設定について、妥当性を検討し

た。検査法は現行法の使用培地を特定酵素基質寒天培地に変更する定量法と、プール水の検

査法に準じた特定酵素基質液体培地を用いた定性法の２法が議論に上がり、それぞれの検査

法での基準の設定も検討した。過去の入浴施設のレジオネラに関する研究班において実施し

た浴槽水の大腸菌群と大腸菌の汚染実態調査に基づいて、浴槽水における大腸菌/大腸菌群数

の比率を算出した。浴槽水の大腸菌群と大腸菌の実地調査を実施し、塩素消毒の有無による

汚染状況の違いを確認した。さらに、現行法と定量法あるいは定性法による結果に統計学的

差がないことを明らかにした。大腸菌と大腸菌群に属する菌種の標準株を用いて、定量試験

法における市販の特定酵素基質寒天培地での集落の特徴と発育菌数を比較した。さらに、定

性試験法において大腸菌の標準株を用いて温泉水の影響を調査した。基準については、欧米

の recreational water の大腸菌の基準に関する文献等のレビューを行った。 
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A．はじめに 

 水環境の糞便汚染指標細菌は⾧らく大腸

菌群とされてきた。しかし、大腸菌群と大腸

菌の迅速定性および定量検査法が近年開発

されたことで、水道水をはじめとする種々

の水環境の指標細菌が大腸菌群から大腸菌

へと変更されている（水質基準に関する省

令 厚生労働省令第 101 号 平成 15 年 5

月 30 日）。大腸菌群には糞便由来ではなく

環境に由来する細菌が含まれていることか

ら、大腸菌群の存在が糞便汚染の実態を正

しく反映していないことが以前から指摘さ

れており、大腸菌を選択的に検出すること

を可能にする検査技術が開発されたことが

移行の大きな理由となっている。 

浴槽水の糞便汚染指標は現行では大腸菌

群とし、検査法は「下水の水質の検定方法等

に関する省令（昭和 37 年厚生省・建設省令

第１号）別表第１（第６条）」に規定する大

腸菌群数の検定方法に準じて実施し、基準

は 1 個/mL 以下とされている。ところが、

下水の水質の検定方法が令和 7 年４月１日

からデソキシコレート寒天培地培養法から

特定酵素基質寒天培地培養法に変更される

こととなった。そこで、浴槽水の糞便汚染指

標細菌の検査法を、下水の水質の検定方法

の変更と同様にすることが妥当であるか、

あるいは別の検査法を適用するかを検討す

ることとした。さらに、変更した際の大腸菌

の基準の設定についても協議した。 

 

 

B．材料と方法 

１．ワーキンググループにおける協議 

 浴槽水の糞便汚染指標細菌の検査法と基

準について協議するために、ワーキンググ

ループ（WG）を立ち上げた。当研究班の分

担研究者ならびに研究協力者からメンバー

を募り、黒木、枝川、前川、工藤、武藤、鍋

田がメンバーとなった。 

 

２．浴槽水における大腸菌群と大腸菌の比

率の推定 

 平成 18 年度の研究班（平成 18 年度 掛

け流し式温泉における適切な衛生管理手法

の開発等に関する研究：研究代表者 井上博

雄（掛け流し式温泉研究班）、および平成 18

年度 温泉の泉質等に対応した適切な衛生

管理手法の開発に関する研究：研究代表者 

倉文明（温泉の泉質研究班））において実施

された浴槽水の大腸菌群・大腸菌汚染実態

調査のデータに基づいて大腸菌群数と大腸

菌数の比率を計算した。比率を求めるため

に大腸菌群と大腸菌のいずれも検出された

検体のデータを抽出し、各検体の大腸菌数/

大腸菌群数の比率を求めた。あらかじめ、大

腸 菌 数 お よ び 大 腸 菌 群 数 に つ い て 、

Smirnov-Grubbs 検定を用いて外れ値の判

定を行い、残ったデータから大腸菌数/大腸

菌群数の比率の平均値を計算した。解析は

黒木、烏谷、緒方が担当した。 

 

３．欧米の recreational water における大腸

菌の基準の文献調査 

 欧米においては水浴場の水や浴槽水の水

質基準は、recreational water にかかる基準

とされている。今回の浴槽水の糞便汚染指

標細菌の対象を大腸菌群から大腸菌への移

行に伴う基準の検討に際して参考とするた

めに、欧米の基準やその根拠に関連した文

献等の調査を行った。文献調査は太田が担

当した。 
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４．浴槽水の大腸菌群・大腸菌汚染の実態調

査 

 令和 6 年 5 月から 9 月にかけて、３つの

自治体の管轄内の 137 の入浴施設に由来す

る浴槽水の大腸菌群ならびに大腸菌の汚染

実態を調査した。実態調査及び後述の特定

酵基質寒天培地の特徴付けと菌数比較、な

らびに温泉水を用いた定性試験法の評価は

中西、小松、武藤、梅津、高久、佐々木が担

当した。 

各入浴施設から浴槽水を１検体ずつ採取

した。各検体はチオ硫酸ナトリウムを添加

したポリ容器に採取し、冷蔵で輸送し、検査

を開始するまで冷蔵で保管した。遊離残留

塩素濃度および結合残留塩素濃度は採水時

に DPD 法により測定した。 

検査法は、現行法と特定酵素基質培地法

による定量法および定性法とした。現行法

として、検水 1mL を 2 枚のデソキシコレー

ト寒天培地に混和し、35℃で 20 時間培養し

た。培養後、コロニーの色調に基づいて、プ

レート 2 枚の平均値から大腸菌群数を算出

した。定量法で用いる特定酵素基質寒天培

地は、アキュディア TMXM-G 寒天培地（島

津ダイアグノスティクス）あるいは ES 

Colimark Agar（栄研化学）とした。検体 1 

mL を混釈し、35℃で 20 時間培養後に判定

した。コロニーの色調に基づいて、プレート

2 枚の平均値から大腸菌・大腸菌群数を算

出した。 

定性法の検査には、特定酵素基質培地で

ある EC ブルー100P（島津ダイアグノステ

ィクス）または Colilert（IDEXX）を用いた。

あらかじめ培地が分包されたボトルに検水

を 100mL 添加あるいは検体 100 mL に培地

の 1 包を添加し、35～36℃で 24 時間培養

後、青～青緑色/黄色の呈色および蛍光の有

無により大腸菌群および大腸菌の判定を行

った。 

残留塩素濃度が基準値未満（遊離残留塩

素 濃 度 <0.4ml/L ま た は 結 合 塩 素 濃 度

<3mg/L）の浴槽水と基準値以上（遊離残留

塩素濃度≧0.4ml/L または結合塩素濃度≧

3mg/L）の浴槽水に分け、それぞれの大腸菌

群あるいは大腸菌の検出率の差の検定を、

フィッシャーの正確確率検定を OpenEpiサ

イト（https://www.openepi.com）を利用し

て行った。 

定量法の大腸菌の基準を「1 個/mL 以

下」、「1 個/mL 未満」、「不検出」の 3 通り

と、定性法の基準を「不検出」とそれぞれ設

定し、それらによる判定結果と現行法によ

る大腸菌群の基準「1 個/mL 以下」の判定

結果との比較をフィッシャーの正確確率検

定（OpenEpi サイト: https:// www.openepi. 

com）により検定した。 

 

５．大腸菌と大腸菌群菌株を用いた特定酵

素基質寒天培地の特徴付けと菌数比較 

 特定酵素基質寒天培地は、ES コリマーク

寒天培地（栄研化学）、アキュディア TMXM-

G 寒天培地（島津ダイアグノスティクス）、

クロモアガーTMECC 寒天培地（関東化学）、

ク ロ モ カ ル ト コ リ フ ォ ー ム 寒 天 培 地

（Merck）、Pro・media アガートリコロール

（エルメックス）の 5 種類を用いた（表 1）。

以降は匿名化のため、培地 A、培地 B、培地

C、培地 D、培地 E とする。 

供試菌株は、Escherichia coli ATCC25922、

大 腸 菌 群 と し て Klebsiella pneumoniae 

ATCC BAA-1705 、 Serratia 属 菌 （ S. 

liquefaciens NCTC10442 または環境由来 S. 
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marcescens）とした。なお、定義としての大

腸菌群には大腸菌も含まれるが、以下、「大

腸菌群」は「大腸菌」以外の大腸菌群とする。

各菌種の菌液を 103 CFU/mL に調整し、E. 

coli、K. pneumoniae は 100 µL、Serratia 属

菌は 50 µL、3 菌種の混合菌液は 100 µL を

添加し、混釈培養した。各菌種の生育コロニ

ー数を同程度にするため、3 菌種の混合菌

液は、E. coli : K. pneumoniae : Serratia 属菌

=2:2:1 の割合で混合した。培養時間・培養

温度はマニュアルに従った。3 枚の菌数を

平均し、現行の大腸菌群試験に用いられる

デソキシコレート寒天培地（Merck）に生育

した菌数を 1 としたときの各培地の菌数に

ついて、t 検定を用いて評価した。 

 

６．温泉水を用いた定性試験法の評価 

102-103 CFU/mL 及び 104 CFU/mL に調

整した E. coli ATCC25922 を 1 mL ずつ温

泉水 99 mL に添加した。ポジティブコント

ロール（PC）は、各濃度の菌液 1 mL を滅

菌水 99 mL に添加し、ネガティブコントロ

ール（NC）は菌液調整に用いた生食 1 mL

を滅菌水 99 mL に添加した。供試試料 100 

mL に EC ブルー100P「ニッスイ」1 包を添

加し、35~36℃で 24 時間培養後、青～青緑

色の呈色および蛍光の有無を判定した（表

1）。 

 

 

C．結果と考察 

１．WG における協議 

浴槽水の糞便汚染指標細菌に関する検討

会では、糞便汚染指標菌を大腸菌群から大

腸菌への基準の変更の妥当性ならびに変更

する場合の検査法について協議を行った。

その結果、浴槽水以外の水環境における糞

便汚染指標細菌が大腸菌群から大腸菌へ変

更されている状況を鑑み、浴槽水の糞便汚

染指標細菌を大腸菌群から大腸菌に変更す

ることは妥当であるとした。 

検査法については、現行の検査法におい

て利用する培地をデソキシコレート寒天培

地から特定酵素基質寒天培地に変更して定

量法で検査することが適当であるという意

見と、プール水の検査法と同じにして特定

酵素基質液体培地により定性法で検査する

ことが妥当であるとの意見があった。 

 そこでこうした議論を受けて、１）水環境

の糞便汚染指標細菌検査の意義、２）指標細

菌が大腸菌群から大腸菌に移行する背景、

３）各種水環境の大腸菌群と大腸菌にかか

る水質基準の比較、４）糞便汚染指標細菌の

定量法と定性法の比較の課題を立ち上げ、

それぞれの検討を行った。 

 

１）水環境の糞便汚染指標細菌検査の意義 

水環境における糞便汚染指標細菌検査の

意義としては、次の 2 点が挙げられる。 

ⅰ．人、その他の温血動物の糞便による

汚染の有無を判定する。 

ⅱ．衛生管理の効果を判定する。 

 

 人やその他の温血動物の糞便中には腸管

感染性の病原微生物が含まれている可能性

があり、汚染を受けた水を介して感染する

リスクがある。こうしたリスクを避けるた

めに、水環境における糞便汚染の有無を調

べることは非常に重要である。水が清浄（糞

便汚染を受けていない状態）であれば当然

感染のリスクは低いが、糞便汚染が起きる

環境にあっては衛生管理（清掃や消毒等）に
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より病原微生物を除き、感染のリスクを低

減させている。そこで、大腸菌群や大腸菌の

存在の有無は、衛生管理が適切に行われて

いるか、効果が十分であるかの評価や判定

に役立つ。 

 

２）指標細菌が大腸菌群から大腸菌に移行

する背景 

 水域に糞便汚染がある場合には種々の腸

管系病原体が存在する可能性がある。そこ

で糞便汚染の指標として、温血動物の腸管

内に数多く常在する大腸菌が注目される。

しかし、過去においては培養技術の制約か

ら大腸菌のみを検出することは困難であっ

た。そのため、糞便に由来しない菌が含まれ

ているものの、培養が容易な大腸菌群が糞

便汚染の指標とせざるを得なかった。 

 現在は培養技術が発達し、特定酵素基質

培地を用いることで簡便・短時間に大腸菌

を検出することが可能となり、糞便汚染の

指標として大腸菌群に代えて大腸菌を用い

ることができるようになった。近年、水道

水、環境水、下水、放流水を対象にした大腸

菌群検査が大腸菌検査に変更されてきてい

る。 

 

３）各種水環境の大腸菌群と大腸菌にかか

る水質基準の比較 

 ここに、現行の浴槽（原水等および浴槽

水）ならびに参考としてその他の水環境の

糞便汚染指標細菌の基準と検査法を列挙す

る。 

（１）現行の大腸菌群と大腸菌に係る入浴

施設の水質基準 

 原水、原湯、上がり用湯及び上がり用水 

・基準：大腸菌は検出されないこと 

・検査法：水質基準に関する省令（平成 

15 年厚生労働省令第 101 号）

で定める検査方法 

検水 100mL と特定酵素基質培

地を混和し、定性試験 

 

 浴槽水 

・基準：大腸菌群は 1 個/mL 以下であ

ること 

・検査法：下水の水質の検定方法等に

関する省令（昭和 37 年厚生省

令・建設省令第１号）別表第１

（第６条）の大腸菌群数の検定

方法による。試料は希釈せずに

使用する。 

 

（２）参考となる水環境の現行の基準と検

査法 

 水道水 

・基準：大腸菌は検出されないこと 

  ・検査法：検水 100mL と特定酵素基質

培地を混和し、定性試験 

 

 プール水 

・基準：大腸菌は検出されないこと 

・検査法：検水 100mL と特定酵素基質

培地を混和し、定性試験 

 

下水・放流水 

・基準：大腸菌群が 3000 個/mL 以下 

（令和 7 年 3 月末まで） 

・検査法：100 倍希釈した検水 1mL を

デソキシコレート寒天培地で

混釈培養 

 

（参考情報）下水・放流水の水質基準の変更
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（令和 7 年 4 月以降） 

下水道法施行令（昭和 34 年政令第 147 号）

第６条第１項第２号 

排水基準を定める省令（昭和 46 年総理府令

第 35 号）別表第２（第１条関係） 

・基準：大腸菌が 800 個/mL 以下（実

態調査による大腸菌/大腸菌群

の比から算出） 

・検査方法：10 倍希釈した検水 1mL を

特定酵素基質培地で混釈培養 

 

４）浴槽水の糞便汚染指標細菌の定量法と

定性法の比較 

 WG において浴槽水の大腸菌検査法への

意見が定量法と定性法に分かれたことから、

それぞれの概要とメリットおよびデメリッ

トをまとめた。 

 

（１）現行法を特定酵素基質寒天平板培地

に変更した検査法（定量法） 

検査法の概要 

 検体 1mL を特定酵素基質寒天培地

に加えて混釈培養する。培養後に大腸

菌に相当する集落数を数える。 

 大腸菌数の基準の設定は、現行の「1

個/mL 以下」を採用することの他に、

「1 個/mL 未満」および「検出されな

いこと」とすることが想定される。 

 

メリット 

・現行法の培地を変えることで移行

できる。 

・基準の設定次第で現行の基準より

も厳しくできる可能性がある。 

・定量法であるため汚染の程度を把

握することができる。 

・1mL の試料を 20mL の培地に加え

て希釈するため、培養に水質（泉

質）の影響を受ける可能性が低い。 

・基準の設定の仕方により消毒して

いない浴槽水でこれまでと同等以

上の衛生管理が求められるとの意

見がある。 

 

デメリット 

・定性法と比べて操作がやや煩雑で

ある。 

・基準を「1 個/mL 以下」とした場合

は大腸菌群の基準を大腸菌に充て

ることになるので、基準が緩くな

る。 

・検水量が 1mL であるため、検出感

度が低い。 

 

（２）プール水の基準に準拠した検査法（特

定酵素基質液体培地を用いた定性法） 

検査法の概要 

   検体 100mL と特定酵素基質培地を

混和し、培養する。培養後に大腸菌群陽

性であることを確認後に紫外線を当て

て蛍光を発することを確認する。 

   大腸菌の基準は「検出されないこと」

とする。 

 

メリット 

・水道水の検査を実施している機関

においては移行が容易である。 

・定性法であるため菌数を決める必

要がなく、操作も簡便である。 

・検水量を 100mL としているため、

高感度に大腸菌を検出することが

できる。 

335



デメリット 

・新たに導入する場合には購入しな

ければならない装置がある。 

・定性法であるため汚染の程度を把

握することができない。 

・試料を希釈せずに培養するため、水

質（泉質）の影響を受ける可能性が

ある。 

・消毒している浴槽水は基準をクリ

アしやすいが、消毒していない浴

槽水では徹底的な衛生管理を求め

られ、「検出されないこと」を維持

するのは厳しいとの意見がある。 

 

２．浴槽水における大腸菌群と大腸菌の比

率の推定 

大腸菌群と大腸菌のいずれも検出された

検体は、掛け流し式温泉研究班では 187 検

体中 70 検体、温泉の泉質研究班では 61 検

体中 25 検体であった。大腸菌群数と大腸菌

数の範囲は、それぞれ大腸菌群数が<3～

24,000MPN/100mL お よ び <3 ～ ≧ 2,400 

MPN/100mL、大腸菌数が<3～2,400MPN 

/100mL および<3～1,100MPN/100mL で

あった。これらのデータを対象にして、

Smirnov-Grubbs 検定を行ったが外れ値に

該当するデータはなかった。そこで、すべて

の検体のデータを使って調査対象の検体に

おける大腸菌数/大腸菌群数の比率を求め

たところ、掛け流し式温泉研究班では 0.006

～1.0、平均 0.55、温泉の泉質研究班では

0.04～1.0、平均 0.62 であった。 

 

３．欧米の recreational water における大腸

菌の基準の文献調査 

 欧米においては、人が直接汚染に曝露さ

れる水環境における大腸菌群あるいは大腸

菌の基準は、曝露集団のおける胃腸疾患の

発生の有無により基準が評価され、決定さ

れている。そこで、欧米の浴場環境の大腸菌

群数・大腸菌数に関する文献調査を行った。 

米国 EPA が 2012 年に定めた recreational 

water に お け る 大 腸 菌 の 基 準 は

126cfu/100mL 及び 100cfu/100mL として

いる 1)。この基準値のうち、前者は 1986 年

のガイドラインで設定されたものである 2)。

2012 年のガイドライン設定時には腸球菌

のみを対象に疫学調査を実施したため、大

腸菌の基準値は Dufour が 1984 年に報告し

た大腸菌群、大腸菌、腸球菌の数と水浴関連

の胃腸疾患の発生数の疫学調査の結果 3)を

元にして 100cfu/100mL が算出された。

Dufour の報告では大腸菌群の数と疾患数

の関連性は低かった。主な理由として、調査

した水環境におけるクレブシエラ属菌の存

在が挙げられる。クレブシエラ属菌は環境

中で増殖がしやすく塩素消毒に強い。その

ため、塩素消毒等から生き残ったクレブシ

エラ属菌が排水から流入しやすく、大腸菌

群数と疾患数の関連性が低くなった理由の

1 つである可能性があると報告されている。 

 一方、大腸菌数と胃腸疾患は強い関連性

を示した。1986 年の基準（126cfu/100mL）

を作成するにあたり使用された症状の基準

HCGI （ Highly Credible Gastrointestinal 

Illness:高信頼性胃腸炎）の定義には発熱を

含 め て い た が 、 2012 年 の 基 準

（100cfu/100mL）の作成に使用された症状

の 基 準 NGI （ NEEAR － GI: National 

Epidemiological and Environmental 

Assessment of Recreational Water-

Gastrointestinal Illness）の定義では発熱を
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含めなかった。そのために発熱を伴わない

下痢症をカウントするようになり、1986 年

の基準（126cfu/100mL）よりも基準菌数あ

たりの症例数が増える結果となった。すな

わ ち 、 1986 年 の HCGI で は 腸 球 菌

35cfu/100mL あ た り の 症 例 数 は ８

HCGI/1000 人となるが、NGI では 36 人

/1000 人となった。この腸球菌数を元に定

められた８HCGI/1000 人を Dufour が算出

した大腸菌数の回帰曲線*に当てはめると

126cfu/100mL と計算された。同様に腸球菌

30cfu/100mL あ た り の 症 例 数 は

7HCGI/1000 人 で 、 NGI に換 算 す ると

32NGI/1000 人となり、これを元に大腸菌

数を計算すると 99cfu/100mL（四捨五入し

て 100cfu/100mL）となった。 

また、海水浴場での９回の調査の結果、平

均腸球菌数は 18.9cfu/100mL であったのに

対し大腸菌数は 71.9cfu/100mL だった。

1000 人あたり 8HCGI という症例数は 1986

年時点で”Acceptable swimming associated 

gastroenteritis rate per 1000 swimmers”と

表記されており、受け入れられる症例数と

いうことで決められた。 

この基準 126cfu/100mL よりも菌数が多

い場合には胃腸疾患の発生の相対リスク

（リスク比）は 1.94 (95%信頼区間：1.27-

2.96)であるが、少ない場合には有意差はな

いと報告している 4)。EU の浴場に関する基

準 で は 大 腸 菌 数 は ≦ 500cfu/100mL が

excellent とされており、ドイツにおける調

査では大腸菌の NOAEL（最大有害無作用

レベル：有害な影響を示さない最大数）は

100cfu/100mL と報告されている 5)。 

 米国と EU の浴場の大腸菌の基準と疫学

調査の結果からすると、日本の浴槽水の大

腸菌数の基準を 1.0 個/mL 以下とすること

は妥当であるといえる。上述したように浴

槽水の調査から得られた大腸菌数/大腸菌

群数の比率が 0.55 あるいは 0.62 であった

ことから、1 個に比率 0.55 あるいは 0.62 を

乗じた新たな基準（0.55 個/mL 以下あるい

は 0.62 個/mL 以下）とすることも考えられ

るが、米国 4)およびドイツ 5)の疫学調査によ

り 1 個/mL 以下（126cfu/100mL または

100cfu/100mL とほぼ同等）としても胃腸疾

患が有意に発生するリスクがないのであれ

ば、敢えて 1 個/mL 以下の基準を変える必

要はないと考えられる。なお、集落数の単位

で ある 「個 」は 細菌 学で 用い る colony 

forming unit (cfu)に相当する。 

 

 

*大腸菌の回帰曲線（Dufour, 1984） 

1000 人あたりの HCGI＝–11.74+9.397(log10 大腸菌数/100mL) 

 
               症例数/1000 人+11.74 

∴ 大腸菌数=antilog10 
                   9.397 
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４．浴槽水の大腸菌群・大腸菌汚染の実態調

査 

(1) 大腸菌群及び大腸菌の検出状況 

調査で対象にした 137 検体の浴槽水の原

水の内訳は、井戸水（ボーリング水を含む）

22 検体、水道水 35 検体、井戸水と水道水

の混合 4 検体、温泉 76 検体であった。 

採水時の消毒効果のカテゴリー分けにつ

いては、「公衆浴場における衛生等管理要領」

に浴槽水の遊離残留塩素濃度は 0.4mg/L 程

度とし 1mg/L を超えないように努め、モノ

クロラミンでは 3mg/L 程度とされている

ことに準じて、遊離残留塩素濃度 0.4～1 

mg/L・結合残留塩素濃度 3～4 mg/L を基

準値内とし、さらに基準値未満と基準値超

で分類すると、基準値未満が 38 検体、基準

値内が 61 検体、基準値超が 33 検体、測定

不能または不明が 5 検体となった。 

定量法と定性法のいずれかの方法により

大腸菌群あるいは大腸菌が検出された検体

を大腸菌群陽性あるいは大腸菌陽性とした

ところ、137 検体のうち 20 検体（14.6％）

から大腸菌群が、14 検体（10.2％）から大

腸菌が検出された。残留塩素濃度別・原水の

種類別の大腸菌群と大腸菌の検出結果を表

２および表３に示した。大腸菌群と大腸菌

のいずれでも残留塩素濃度が基準値を満た

す浴槽水で検出されることがあり、消毒効

果が不足していることが推測され、大腸菌

群・大腸菌検査に意義があることが改めて

示された。 

現行法で検出された大腸菌群数は 0.5～

13cfu/mL であり、定量法により検出され

た大腸菌数は 0.5～11.5cfu/mL であった。

塩素濃度を基準値未満と基準値以上で検体

を分けると、基準値未満では定量法で検出

された大腸菌群数は 0.5～11.5cfu/mL、大

腸菌数は 0.5～4.5cfu/mL、現行法での大腸

菌群数は 0.5～13cfu/mL であり、基準値以

上 で は 定 量 法 に て 大 腸 菌 群 数 は 0.5 ～

1cfu/mL、大腸菌数は 1cfu/mL、現行法で

の大腸菌群数は 1～1.5cfu/mL であった。残

留塩素濃度の濃度別で比較すると、基準値

未満の浴槽水において大腸菌群数と大腸菌

数が多いことが示された。大腸菌数を計数

できることで衛生管理の状況を推定するこ

とができるのは、定量法の大きな利点であ

る。 

残留塩素濃度が測定不能あるいは不明で

あった 5 検体を除外し、浴槽水の残留塩素

濃度が基準値未満の 38 検体と基準値以上

（基準値内＆基準値超）の 94 検体における

大腸菌群と大腸菌のそれぞれの検出率を比

較した。大腸菌群が基準値未満では 31.6％

（=12/38）、基準値以上では 5.3％（=5/94）

であり、大腸菌が基準値未満では 21.1％

（=8/38）、基準値以上では 3.2％（=3/94）

であった。残留塩素濃度が基準値未満の浴

槽水での大腸菌群あるいは大腸菌の検出率

が、基準値以上の浴槽水での検出率よりも

高いことが示された。 

基準値未満の浴槽水と基準値以上の浴槽

水における大腸菌群あるいは大腸菌の検出

と不検出の検体数から２ｘ２表を作成し

（表４および表５）、フィッシャーの正確確

率検定により検出率の差の検定を行った。

その結果、残留塩素濃度が基準値未満の浴

槽水からの大腸菌群あるいは大腸菌の検出

率は、基準値以上の浴槽水における検出率

よりも有意に高いことが示された。このこ

とは、塩素消毒を行わないかあるいは基準

値未満の不適切な消毒により大腸菌は生存
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し、検査により検出されることとなり、一方

で適切な塩素消毒により大腸菌が不活化さ

れていることを示唆している。 

 大腸菌の定量法の基準を「1 個/mL 以

下」、「1 個/mL 未満」、「不検出」、大腸菌の

定性法の基準を「不検出」とそれぞれ設定し

たと想定し、浴槽水が基準値超過と判定さ

れる検体数を基準値別に表６に示した。さ

らに、現行法と定量法あるいは定性法によ

る糞便汚染指標細菌の判定結果の一致の状

況をフィッシャーの正確確率検定により検

定した。その結果、定量法と定性法のいずれ

の基準でも、現行法と同じ結果が得られて

いることが示された（表７～10）。表６で示

したように、定量法の基準を「1 個/mL 未

満」にした場合の結果が現行法と類似の結

果となった。理由として、現行法と定量法の

検体量がともに 1mL であることや、大腸菌

群と大腸菌の比率を反映している可能性が

ある。ただし、検体数が少ないため、これを

もって基準を決めるにはデータが十分では

ないと考えられる。一方で、定性法は100mL

の検体量で検査を実施することから現行法

よりも検出感度が高いことを示唆する結果

になっている（表６）。 

定量法の 3 種の基準あるいは定性法の基

準を設定し、これに基づいて適合の判断を

行った場合に、現行法の結果と定量法ある

いは定性法を用いた大腸菌による汚染の判

定結果は統計的には一致していた（表７～

10）。したがって、いずれの基準を設定した

としても今回の調査からは、現行法による

判定と同じが得られることが示唆された。

しかし、今回の調査では 137 検体を対象に

し、そのうち 14 検体から大腸菌が検出され

る結果であったが、解析に十分な検体数で

あったとは必ずしもなかった。検体数を増

やすことで、さらに詳細な評価を行うこと

ができる可能性がある。 

 

(2) 浴槽水で検出された菌種 

 特定酵素基質寒天培地で検出されたコロ

ニーの色と菌種を表 11 に示した。青～青紫

色を呈したコロニーはすべて E. coli であっ

た 。 ピ ン ク～ 紫 色 を 呈 し た コ ロ ニ ー は

Enterobacter 属 菌 、 Citrobacter 属 菌 、

Serratia 属菌等であった。1 検体において、

アキュディア TMXM-G 寒天培地上で、全体

が赤色で中心が黒色を呈したコロニーが E. 

coli であった。また、白色を呈したコロニー

は、Pseudomonas 属菌や Achromobacter 属

菌、Acinetobacter 属菌等であったが、ES コ

リマーク寒天培地やアキュディア TMXM-G

寒天培地に生育したコロニーの一部は S. 

marcescens や Cronobacter sp.であった。 

 

５．大腸菌と大腸菌群菌株を用いた特定酵

素基質寒天培地の特徴付けと菌数比較 

(1) 各培地における大腸菌・大腸菌群の増

殖形態 

各培地における菌株の増殖形態を図 1 に

示した。いずれの培地でも大腸菌と大腸菌

群はコロニーの色で区別でき、最⾧の培養

時間において、明瞭に発色した。大腸菌群が

ピンク色に発色した培地 B、培地 C、培地

D、培地 E では、青～紫色に発色した大腸

菌と容易に区別が可能であった。ただし、培

地 B と培地 E においては、赤紫色を呈する

E. coli コロニーがあった（図 1 の矢印）。ま

た、Serratia 属菌のコロニー色は培地によっ

て白色からピンク色に発色した。 
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(2) コロニー数の培地間差 

各培地における大腸菌・大腸菌群のコロ

ニー数を比較した（図 2）。培地 A および培

地 D では、いずれの菌種においても対照で

あるデソキシコレート寒天培地でのコロニ

ー数と同等であった。培地 B と培地 E では、

大腸菌数と 3 菌種混合時の大腸菌数が、デ

ソ キ シ コ レ ー ト 寒 天 培 地 と 比 較 し て

52.2~80.9%であった。一方で、培地 C では

大腸菌および大腸菌群数が有意に低かった。 

菌株を用いた特定酵素基質寒天培地の検

証により、培地間での菌数や識別能に差が

認められた。培地 C では他の培地に比べて、

菌数が低値であったのは、ピルビン酸ナト

リウムが含まれていないなどの培地組成の

違いによるものと考えられた。また、一部の

培地において、赤紫色を呈する E. coli コロ

ニーがあったことから、正確な判別がされ

にくいことによる実験精度の低下を招来す

る可能性がある。実際の検体においても、全

体が赤色で中心が黒色の非定型の色を呈し

た E. coli が検出されている。特定酵素基質

寒天培地を用いての大腸菌検査を行うにあ

たっては、菌数・形状・識別能など複数の観

点から適した培地を選択し、それらの特性

を把握したうえで実施する必要があると考

えられる。 

 

６．温泉水を用いた定性試験法の評価 

 102-103 CFU/mL の大腸菌を添加した 33

検体中 19 検体（57.6%）が、定性試験法で

偽陰性となった。さらに、104 CFU/mL の

菌液を添加した場合、4 検体は陽転したも

のの、15 検体（45.5%）の偽陰性という判

定は変わらなかった（表 12）。 

 

 温泉水においては、大腸菌を添加した EC

ブルー100P での定性試験により偽陰性と

なる検体が、50%以上存在することが明ら

かとなった。硬水では白濁することがある

が判定には支障がないという添付文書の記

載があったが、温泉水においても検査試薬

添加直後から白濁の現象がみられた。しか

し、結果判定時には沈殿しており、陽性・陰

性の判定に支障はなかった。偽陰性となっ

た検体の泉質としては、ナトリウム塩化物・

炭酸水素塩温泉、カルシウム-硫酸塩温泉、

含鉄ナトリウム塩化物強塩高温泉であった。

大腸菌の添加量を増やすと陽転した検体が

みられたことから、これらの泉質の何らか

の成分と検査試薬の組成成分とが反応する

ことで、大腸菌の特定酵素反応が抑制され

た可能性が考えられた。また、コリラートに

おいては原水が海水の場合には適さず、コ

リラート 18 においては 10 倍希釈した上で

使用することと記されている。従って、温泉

水や原水に海水を含むものを 100 mL 用い

る場合には、大腸菌検出法として定性試験

は適していないと考えられた。 

 

 

D．まとめ 

 浴槽水の水質基準における糞便汚染指標

を大腸菌群から大腸菌に変更すること、な

らびに変更する場合の基準と検査法の妥当

性について、WG において検討した。糞便

汚染指標細菌を大腸菌群から大腸菌に変更

することについては、他の水環境の基準と

の整合性や入手可能な検査法の存在から、

妥当であるとした。大腸菌の検査法につい

ては、現行の検査法で使用されているデソ

キシコレート寒天培地を特定酵素基質寒天
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培地に変更した定量法とする意見と、特定

酵素基質液体培地による定性法にするとの

意見があった。大腸菌の基準は、定量法の場

合は現行の 1 個/mL 以下、1 個/mL 未満お

よび検出されないことの３案が、定性法の

場合は検出されないことが挙げられた。過

去のレジオネラ研究班において得られた浴

槽水の大腸菌群と大腸菌の汚染実態調査の

データに基づく大腸菌数/大腸菌群数の比

率は 0.55 および 0.62（平均 0.59）であっ

た。欧米の水浴場の大腸菌の基準は、米国は

100cfu/100mL と 126cfu/100mL であり、

ドイツは 100cfu/100mL としている。３自

治体の浴槽水 137 検体における大腸菌群と

大腸菌の汚染実態調査では、大腸菌にかか

る定量法の 3 種の基準と定性法の基準（不

検出）のいずれの基準でも、統計学的には現

行法の大腸菌群の結果と有意差はなかった。

事例数は少ないものの、定量法の大腸菌の

基準を「1 個/ml 未満」での検出数が現行法

での検出数と近い結果であった。残留塩素

濃度が基準値未満の浴槽水では、基準値以

上の浴槽水よりも検出率が有意に高いこと

が示された。 
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表 1 大腸菌および大腸菌群の定量・定性試験培地 

 

 

表２ 浴槽水の大腸菌群・大腸菌汚染実態調査における大腸菌群の検出 

 原水の種類 検体数 
残留塩素・モノクロラミン濃度別検出数  

大腸菌群 
検出検体数 基準値

未満 
基準値

内 
基準値

超 
測定不能

/不明 
 

井戸水 22 2 0 0 0  2(9.1) 

水道水 35 1 1 0 0  2(5.7) 

井戸水＋水道水 4 0 0 0 0  0 

温泉 76 9 4 0 3  16(21.1) 

合計 137 12(8.8) 5(3.6) 0 3(2.2)  20(14.6) 

  （ ）内は％ 

 

 

表３ 浴槽水の大腸菌群・大腸菌汚染実態調査における大腸菌の検出 

 原水の種類 検体数 
残留塩素・モノクロラミン濃度別検出数  

大腸菌 
検出検体数 基準値

未満 
基準値

内 
基準値

超 
測定不能

/不明 
 

井戸水 22 2 0 0 0  2(9.1) 

水道水 35 1 1 0 0  2(5.7) 

井戸水＋水道水 4 0 0 0 0  0 

温泉 76 5 2 0 3  10(13.2) 

合計 137 8(5.8) 3(2.2) 0 3(2.2)  14(10.2) 

  （ ）内は％ 
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表４ 浴槽水における残留塩素濃度と大腸菌群検出の関連性 

 大腸菌群 
合計 

検出 不検出 

残留 
塩素濃度 

基準値未満 12 26 38 

基準値以上 5 89 94 

合計  17 115 132 

 

  フィッシャーの正確確率検定により塩素濃度の違いによる 

検出率の差は有意。p=0.00031<0.01 

 

表５ 浴槽水における残留塩素濃度と大腸菌検出の関連性 

 大腸菌 
合計 

検出 不検出 

残留 
塩素濃度 

基準値未満 8 30 38 

基準値以上 3 91 94 

合計  11 121 132 

 

  フィッシャーの正確確率検定により塩素濃度の違いによる 

検出率の差は有意。p=0.0042<0.01 

 

 

表６ 現行法と大腸菌の定量法および定性法による基準値超過検体数 a 

 原水の種類 検体数 
定量法  定性法  現行法 

1 個/mL
以下 

1 個/mL
未満 

不検出  不検出  1 個/mL
以下 

井戸水 22 0 0 1  2  0 

水道水 35 0 0 1  2  0 

井戸水＋水道水 4 0 0 0  0  0 

温泉 76 3 5 6  10  6 

計 137 3 5 8  14  6 
 

  a：定量法の基準値を「1 個/ml 以上」、「1 個/ml 未満」、「不検出」、 

定性法の基準値を「不検出」と設定した場合の検出検体数 
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表７ 現行法と大腸菌定量法（1 個/mL 以下）の比較 

 現行法 
合計 

基準値超過 基準値内 

定量法（1 個 
/mL 以下） 

基準値超過 2 1 3 

基準値内 4 130 134 

合計  6 131 137 

 

  フィッシャーの正確確率検定により 2 法の結果に差はない。p=0.0095<0.01 

 

 

 

表８ 現行法と大腸菌定量法（1 個/mL 未満）の比較 

 現行法 
合計 

基準値超過 基準値内 

定量法（1 個 
/mL 未満） 

基準値超過 4 1 5 

基準値内 2 130 132 

合計  6 131 137 

 

  フィッシャーの正確確率検定により 2 法の結果に差はない。p=0.000011<0.01 

 

 

 

表９ 現行法と大腸菌定量法（不検出）の比較 

 現行法 
合計 

基準値超過 基準値内 

定量法 
（不検出） 

基準値超過 5 3 8 

基準値内 1 128 129 

合計  6 131 137 

 

  フィッシャーの正確確率検定により 2 法の結果に差はない。p=0.0000018<0.01 
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表 10 現行法と大腸菌定性法（不検出）の比較 

 現行法 
合計 

基準値超過 基準値内 

定性法 
（不検出） 

基準値超過 5 9 14 

基準値内 1 122 123 

合計  6 131 137 

 

  フィッシャーの正確確率検定により 2 法の結果に差はない。p=0.000061<0.01 

 

 

 

 

表 11 各培地で検出されたコロニーの色調と菌種 
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図 1 大腸菌および大腸菌群の培養時間によるコロニーの大きさと色調の変化 

矢印は E. coli の非定型コロニーを示す。 
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図 2 5 種類の酵素基質寒天培地におけるコロニー数の比較 

各酵素基質寒天培地の相対コロニー数は、デソキシコレート寒天培地に生育したコロニ

ー数を 1 として算出した。3 菌種混合時のデソキシコレート寒天培地上の大腸菌のコロ

ニー数は、大腸菌単独接種時のコロニー数から算出した。* p <0.05 は t 検定に基づく。 

 

 

 

 

 

 

 

表 12 温泉水における EC ブルー100P「ニッスイ」による大腸菌偽陰性率 

 

 

347


